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    第 １ 章 基本的事項 

     

１-１ 都市計画マスタープランの位置づけ 

都市計画マスタープランとは、都市計画法第18条の2に規定される「市町村の都市計画に関

する基本的な方針」として定める法定の方針です。都市計画マスタープランでは、地域の生

活像や産業構造、都市交通、自然的環境等に関する現況及び動向を勘案した上で、まちづく

りの将来ビジョンを確立し、長期的・総合的な視点から土地利用や都市施設といった都市計

画の方針を明らかにします。 

七ヶ浜町都市計画マスタープラン（以下、「七ヶ浜町都市MP」といいます）は、都市計画法

第6条の2に基づき宮城県が広域的な観点から都市計画の方針を定める「仙塩広域都市計画区

域の整備、開発及び保全の方針」と七ヶ浜町（以下、「本町」といいます）が策定する「七ヶ

浜町長期総合計画」を上位計画として、これらに即すとともに、各種の関連計画と整合を図

りつつまちづくりの方針として定めます。 

 

 

❑七ヶ浜町都市計画マスタープランの位置づけ 

仙塩広域都市計画区域の整備、開発 

及び保全の方針 

  七ヶ浜町長期総合計画 後期基本計画 

(七ヶ浜町震災復興計画 後期基本計画) 

七ヶ浜町総合戦略 
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市町村の都市計画に関する基本的な方針 

七ヶ浜町都市計画マスタープラン 

整 合 

第四次七ヶ浜町国土利用計画 

七ヶ浜町公共施設等総合管理計画 

七ヶ浜町地域防災計画 

七ヶ浜町耐震改修促進計画 

七ヶ浜町地域福祉計画 

七ヶ浜町第3期障害者計画 

七ヶ浜町国民保護計画 等 

連 携 
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◆◇都市計画区域について◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

○都市計画区域とは、土地利用の状況及び見通し、地形等の自然的条件、通勤・通学等

の日常生活圏、主要な交通施設の設置の状況、社会的・経済的な区域の一体性等から

総合的に判断し、実質上“一体の都市”として整備、開発及び保全する必要のある区

域として、都道府県が指定する区域です。 

○本町は、仙台市を中心とする都市圏を構成する都市として、6市4町1村からなる仙塩広

域都市計画区域に指定されています。 

○仙塩広域都市計画区域では、区域区分（線引き）が適用されています。区域区分とは、

都市計画区域を以下の2つ区域に区分することです。 

❶市街化区域…すでに市街地を形成している区域及び概ね10年以内に優先的かつ計画的に

市街化を図るべき区域です。 

❷市街化調整区域…市街化を抑制すべき区域で、原則として土地の開発や建物の建築は制限

されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【仙塩広域都市計画区域の指定状況】 
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１-２ 改定の背景・目的 

本町では、1992年（H4）の都市計画法改正により「市町村の都市計画に関する基本的な方

針」が規定された後、1995年（H7）3月に七ヶ浜町都市MPを策定しています。この当初計画は、

策定から概ね20年後の2014年（H26）を見据えたまちづくりの方針を示しており、本町では、

この計画に基づき増加人口の受け皿となる汐見台団地（汐見台南）の造成・分譲、役場から

七ヶ浜国際村にかけての教育・文化・スポーツ施設等の整備による拠点の形成を進めてきま

した。しかし、この間には人口増加が沈静化し、また、まちづくりにおいては環境負荷の低

減や行政主導から住民との協働といった新たな視点が重要視されるようになりました。 

こうした社会情勢の変化を踏まえつつ、当初計画の改定を予定していた矢先、2011年（H23）

3月に東日本大震災が発生しました。町域の36.4％が津波浸水の被害を受けた本町では、早期

復旧・再建を目指すため、同年12月に「七ヶ浜町震災復興計画」を策定し、住民の皆さんと

話し合いを重ねながら、着実に復興事業を進めてきました。また、2015年（H27）7月には震

災復興計画を包括した「七ヶ浜町長期総合計画（後期基本計画）」を策定し、新たなまちづく

りの指針のもとで町政運営を進めてきました。 

そして今日、復興事業が概ね収束を迎え、新たな都市基盤が整備されつつあるなか、本格

的な人口減少社会・少子高齢社会の到来、地域公共交通の充実、社会資本の“整備”から“維

持管理”への考え方の変革等、まちを取り巻く様々な環境の変化を受け、次の20年を見据え

ながら当初計画を抜本的に改定することとしました。 
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◆◇当初の七ヶ浜町都市MP（1995.3策定）における方針◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

○1995年（H7）3月に策定した七ヶ浜町都市MPでは、2014年（H26）を見据えたまちづく

りの方針を以下のように定めていました。 

○当初の七ヶ浜町都市MPに基づき、汐見台団地（汐見台南）の造成やアクアリーナ•七ヶ

浜サッカースタジアムといった施設の整備を進めてきました。一方で、観光振興とし

て、塩釜港における人工島とそれに関連する観光回遊道路の整備構想が位置づけられ

る等、人口増加や経済成長等を背景とする開発指向の強い方針となっていました。 

 

【基本理念】 

○創造活動がいきいきと行われる社会を目指す。 

○未来にむけて、人と自然の調和ある関係を築く。 

○新たな歴史をつくりあげる。 

【都市の将来像】 

◇自然・観光・漁業と調和した豊かな生活空間 

◇ゆとりのある生活空間のまち 

【将来人口】 

平成22・26年の将来人口 25,600人 

【都市基本構成】 
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１-３ 目標年次と対象区域 

まちづくりは、中長期的な展望の下で検討する必要があります。そこで、個別・具体の施

策や事業を実施するための基本方針となる七ヶ浜町都市MPは、概ね20年後のまちの姿を展望

しつつ、10年後の2030年（R12）を目標年次とします。また、七ヶ浜町都市MPは、本町全域（都

市計画区域全域）の1,319haを対象とします。 

なお、今日、社会情勢は目まぐるしく変化しており、まちづくりについても社会情勢の変

化に適時・的確な対応が必要です。そのため、目標年次以前であっても、必要に応じて七ヶ

浜町都市MPの見直しや充実を図るものとします。 

 

 

◆◇“都市計画”と“まちづくり”の違いについて◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

○“都市計画”とは、狭義には都市計画法に基づくものです。農地・山林・漁村等とバ

ランスを取りつつ、地域住民が健康で文化的な生活を送れるよう、様々な機能を確保

すること、そのために必要な制限を設定し、土地の合理的な利用を目指すことを基本

的理念として、以下の三本柱を中心に決定します。 

❶土地利用…安全・快適で暮らしやすい都市となるよう、土地や建物の用途・大きさ・高さ等を決

めます。 

❷都市施設…道路や公園、下水道等の生活に不可欠な都市基盤を整備するために、人口分

布や人口流動を踏まえて、あらかじめその配置や整備を決めます。 

❸市街地開発事業…新たな市街地の造成や道路・公園等の公共空間が十分に確保されてい

ない地区の環境改善を図るために、一団の土地を対象とした事業を実施します。 

○“まちづくり”とは、厳密な定義はありませんが、一般的には都市計画による土地利

用の規制・誘導や道路・公園等のハード整備のほか、関連する歴史・文化の保全や景

観の形成、さらには、子育て・高齢者福祉等を含めて住みよいまちとするために行わ

れる活動全般を示します。 

○都市計画マスタープランは、「市町村の都市計画に関する基本的な方針」という名称が

示すように、“都市計画”の基本的方針を明らかにするものです。しかし、さらに住み

よいまちとするためには、“都市計画”の周辺分野も含めた“まちづくり”として考え、

施策や事業を計画・実施していく必要があります。 

○そのため、七ヶ浜町都市MPでは、法定用語としての表現を除いては、基本的に“まち

づくり”と表現することとします。 
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１-４ 計画の策定体制・構成 

七ヶ浜町都市MPは、まちの現況や特性をまとめ、まちづくりの課題を整理する「現況資料

編」及び「住民アンケート調査」の結果を踏まえつつ、庁内関係課からなるワーキンググル

ープ（WG）や学識経験者・住民代表等からなる改定検討委員会等での検討・協議を経て策定

します。 

また、七ヶ浜町都市MPは、大きく「全体構想」及び「実現化方針」で構成します。 

 

 

❑七ヶ浜町都市計画マスタープランの策定体制 

 
 

 

❑七ヶ浜町都市計画マスタープランの構成 

 
 

 


